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年金・一時金の支払いや、その財源となる資産の積立状況をみる会計です。

年金資産は522億7百万円に

（ ）（予定損益計算書・経常収支）
1年間の収支見込み 基金の主な収入源である掛金、年金や一時金の支払い、年金資産の運用損益など

の1年間の収支を見込みます。

（ ）（予定貸借対照表）
財政バランス 将来の年金・一時金の支払いおよび運用悪化に備えて、当年度末までに積み立てて

おくべき必要額（責任準備金）と、保有する年金資産とのバランスを予測します。

収　益
40億7百万円

費　用
40億7百万円

資産勘定
526億89百万円

負債勘定
526億89百万円

標準掛金・特別掛金収入
（1,696百万円）
事業主からの掛金

給付費（2,481百万円）
年金・一時金の支払い

業務委託費等（170百万円）
運用機関に委託している
年金の支払いなどの業務
の委託手数料等

年金資産（固定資産）
（522億7百万円）

リスク対応掛金収入
（1,137百万円）
事業主からの掛金

流動資産
（4億82百万円）

運用収益（1,174百万円）
資産運用における収益

責任準備金増加額※

（1,356百万円）

 372億6百万円）
 （うち、責任準備金（旧基準）

支払備金
（2億91百万円）

別途積立金
（61億44百万円）

責任準備金（462億54百万円）※

基金予算のお知らせ

年 金 経 理

〔 〕　3月2日に開催されました第35回代議員会で、当基金の2020年度予算が
可決・承認されました。その概要をお知らせいたします。

2020年度

※2018年度に実施した財政再計算（およびリスク対応掛金拠出）
により、「新財政運営基準」が導入されました。新基準により、原
則年金資産の増加（旧基準の剰余金）分、責任準備金が増加す
ることになり、剰余金が発生しにくくなりました。

2020年3月末推定資産を
2.3％（期待収益率）で
想定した額

期待収益率2.3％をもとに算出
したものです。2020年3月の
運用実績によって変動します。
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（4億82百万円）

運用収益（1,174百万円）
資産運用における収益

責任準備金増加額※

（1,356百万円）

 372億6百万円）
 （うち、責任準備金（旧基準）

支払備金
（2億91百万円）

別途積立金
（61億44百万円）

責任準備金（462億54百万円）※

基金予算のお知らせ

年 金 経 理

〔 〕　3月2日に開催されました第35回代議員会で、当基金の2020年度予算が
可決・承認されました。その概要をお知らせいたします。

2020年度

※2018年度に実施した財政再計算（およびリスク対応掛金拠出）
により、「新財政運営基準」が導入されました。新基準により、原
則年金資産の増加（旧基準の剰余金）分、責任準備金が増加す
ることになり、剰余金が発生しにくくなりました。

2020年3月末推定資産を
2.3％（期待収益率）で
想定した額

期待収益率2.3％をもとに算出
したものです。2020年3月の
運用実績によって変動します。

基金の業務運営に必要な経費を処理します。

収　益
4,792万円

費　用
4,792万円

事務費掛金収入（4,791万円）

事務費（3,348万円）
業務運営に要する費用

事業主からの掛金
代議員会費（32万円）
代議員会に要する費用

その他（84万円）
その他（1万円） 業務委託費（815万円）

当年度剰余金（513万円）

業 務 経 理

　当基金は、加入事業所からの掛金（事務費掛金）により運営されています。そのため1人
当たり月額370円を事業主負担で徴収しています。
　尚、2019年度末（2020年3月末）の資産残高は38百万円程度となる見込みです。

予 算 の 基 礎 数 値
2020年度の当基金の予算は、次の基礎数値に基づいて作成しました。

1. 加 入 事 業 所 数： 27社

2. 加 　 入 　 者 　 数： 10,792人

4. 給　付　　　　　　： 1,007百万円年 金 給 付
 　　　　　　　： 
 　　　　　　　： 

1,152百万円選択一時金

 　　　　　　　： 35百万円遺族一時金

3. 掛　金　　　　　　： 1,632百万円標 準 掛 金
 　　　　　　　： 64百万円特 別 掛 金
 　　　　　　　： 1,137百万円リスク対応掛金

￥

 　　　　　　　： 48百万円事務費掛金

284百万円脱退一時金

（業務会計）
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○令和２年度の新規裁定者（67歳以下の方）の年金額の例
令和元年度（月額） 令和２年度（月額）

国民年金（老齢基礎年金（満額）：１人分） 65,008円 65,141円
（+133円）

厚生年金※
（夫婦２人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額） 220,266円 220,724円

（+458円）
※�平均的な収入（平均標準報酬（賞与含む月額換算） 43.9万円）で40年間就業した場合に受け取り始める年金（老齢厚生年金と２人分の老齢
基礎年金（満額））の給付水準です。

窓口相談 電話相談 ｢ねんきんダイヤル｣

年金相談・書類の再交付申請 年金相談
※受取先金融機関は、電話で回答されません。

｢予約専用電話｣
0570-０５-4890

（ナビダイヤル）

050で始まる電話でかける場合は
03-6631-7521（一般電話）

受付時間：月～金曜日（平日） 午前8：30 ～午後5：15
※土日祝日、12月29日～1月3日は利用不可

｢ねんきんダイヤル｣
0570-０５-１１６５

（ナビダイヤル）
050で始まる電話でかける場合は

０３-6700-1165 （一般電話）
受付時間：月　曜　日　午前8：30 ～午後7：00
　　　　　火～金曜日　午前8：30 ～午後5：15
　　　　　第２土曜日　午前9：30 ～午後4：00
※月曜日が祝日の場合､ 翌日以降の開所日初日に午後7：00まで
※祝日（第２土曜日を除く）､ 12月29日～1月３日は利用不可

◆年金に関する窓口相談、電話相談の利用について

電 話 相 談窓 口 相 談

国の年金

　年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価変動率が名目手取り賃
金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の年金額（新規裁定年金）、受給中の年金額（既裁定
年金）ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律により定められています。
　令和２年度の年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率（0.5%）が名目手取り賃金変動率

（0.3%）よりも高いため、新規裁定年金･既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率（0.3%）を用います。
　さらに令和2年度は、名目手取り賃金変動率（0.3％）にマクロ経済スライドによる令和２年度のスライ
ド調整率（▲0.1%）が乗じられることになり、改定率は0.2%となります。

　日本年金機構では、書類の再交付申請などの手続だけでなく年金相談も受け付けています。全国の
年金事務所、街角の年金相談センターでは窓口相談が可能なほか（要予約）、「ねんきんダイヤル」では、
年金相談に関する一般的な問い合わせができます。お問い合わせの際には、本人確認のための書類な
どが必要になりますので、お手もとにご用意ください。

日本年金機構ホームページ　https://www.nenkin.go.jp/　 日本年金機構 で 検索
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年金機構から送付される通知・
手続きの案内など

 
「年金振込通知書・
 年金額改定通知書」

　国の年金について、年間の支払額をお知らせ
するのが「年金振込通知書」で、年―回ハガキ形
式で送付されます。年金額が改定されたときは、

「年金額改定通知書」と一体となった「統合通知
書」として送付されます。

 「扶養親族等申告書」

　年金から所得税が源泉徴収されている方には、
毎年９月ごろ「公的年金等の受給者の扶養親族
等申告書」が送付されます。翌年の年金から源泉
徴収される所得税額の計算に欠かせない書類で
す。必要事項を記入のうえ、期限内に日本年金
機構へ提出します（ただし、控除対象となる配
偶者等がいない、また自身が障害者控除等に該
当しない場合は提出不要です）。

 「源泉徴収票」

　１年間に源泉徴収された所得税額が記載され
ている「公的年金等の源泉徴収票」は、毎年１月
に送付されます（障害年金や遺族年金は非課税
所得であるため送付されません）。源泉徴収票は
所得税の確定申告（還付申告）に必要になるので、
大切に保管してください。

書類の再交付を申請する際の手続

　日本年金機構から送付された書類を紛失した
場合は、再交付の申請ができます。申請書類は、
最寄りの年金事務所や街角の年金相談センター
に備え付けてあるほか、日本年金機構のホーム
ページからダウンロードすることもできます。ま
た、源泉徴収票など一部の書類は「ねんきんダ
イヤル」（4頁参照）からも申請できます。

年金を受け始めてからの
案内を確認しておきましょう
年金を受けている間も日本年金機構から通知や手続の案内が届きます。
重要なお知らせなので、確認し大切に保管してください。

振込通知書が４月ではなく６月に送られるのはナゼ？
　年金の支払は年６回の偶数月となっています。その各支払月に２ヵ月分

ずつ支払われます。年度最初の年金額（４月分と５月分）が６月に支払われ

ることから、通知書の送付は６月となっています。それが ｢年金振込通知

書｣です。

　一方、年金額が改定されたときは ｢年金額改定通知書｣が送付されます。

前年度から年金額の変更がない方には年金振込通知書が、改定された方

には改定通知書と振り込み通知書が一体になった ｢統合通知書｣が送られ

てきます。

？年金あるある
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　厚生年金・国民年金など公的年金制度における主な改正事項は以下のとおりです。

（1） 短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大
　現在、従業員501人以上の企業（500人以下の場合は労使合意が前提）を対象に、①週の所定労働時間20
時間以上、②月額賃金8.8万円以上、などの要件を満たしている短時間労働者には、社会保険が適用されて
います。それが、2022年10月に101人以上の企業に、2024年10月には51人以上の企業に適用拡大されます。

（2）  在職老齢年金の見直し
　現在、60歳～ 64歳で会社勤めをしている場合、年金月額と給与の合計が28万円を超えると、年金月額
と給与に応じて年金額が調整されます（在職老齢年金）。この28万円が、65歳以降の調整と同じ47万円に
引き上げられます。

（3） 受給開始時期の75歳への拡大
　現在、65歳から受給する老齢基礎年金・老齢厚生年金は、70歳まで繰り下げて受給することができます。
その際、1ヵ月繰り下げるごとに0.7％ずつ増額されます。それが、75歳までの繰下げを可能とし、0.7％の
増額率が適用されるようになります。一方、60歳以降で繰り上げて受給する場合の１ヵ月ごとの減額率が、
0.5％から0.4％に緩和されます。

　企業年金の中心である確定給付企業年金（ＤＢ）と確定拠出年金（企業型ＤＣ）も、個人型ＤＣ（ｉＤｅＣｏ）を含め
て改正されます。

（1） 加入可能年齢と受給開始時期の拡大
　現在、企業型ＤＣの加入年齢は65歳未満（60歳以降は60歳前と同じ企業に勤めていることが前提）になっ
ています。それがＤＢと同じく70歳未満まで可能になり、60歳以降の条件もなくなります。iDeCoの加入
では、60歳未満の国民年金の加入者という条件がありますが、厚生年金の加入者と国民年金の任意加入者は、
65歳未満まで可能になります。
　また、60歳から70歳の間で個人が選択できるＤＣの受給開始時期が、75歳まで引き上げられます。60
歳から65歳の間で企業が設定できるＤＢの受給開始時期は、70歳まで拡大されます。

（2） 中小企業向け制度の対象範囲の拡大
　中小企業向けの簡易型ＤＣ＊１とｉＤｅＣｏプラス＊２の対象を、現在の100人以下の企業から300人以下に拡大
します。
　このほか、企業型ＤＣの加入者がｉＤｅＣｏに加入できる「規約で定めた場合」との要件撤廃や、事務手続面の
緩和が行われます。
＊１　設立条件や必要な手続を簡素化した企業型DC。
＊２　企業年金を実施していない中小企業が、iDeCo加入の従業員に追加の掛金を拠出する制度。

老後資産形成に企業年金をより活用しやすく

短時間労働者への適用拡大は２段階で実施
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　「配偶者居住権」とは、配偶者が自宅に住み続けられる権利のこと
です。これには、短期居住権と長期居住権の 2 種類があり、対象と
なるのは、亡くなった人が所有していた建物で、配偶者が相続開始時に住んでいたものです。

　まず、短期居住権は、相続発生後も遺産分割終了まで（相続開始から最低6ヵ月は保障）は、配偶者が住み続
けられるというものです。たとえ第三者に建物の所有権が渡っても、次の住居を探す時間が確保できます。
　長期居住権は、配偶者が自宅の所有権を持っていなくても、終身または一定の期間について自宅に住み続
けることができるというものです。居住できる期間は、遺言や遺産分割協議をもとに決められます。

◉自宅に関する権利を分けることで配偶者の生活資金を確保
　相続が発生した場合、亡くなった人の配偶者が受け取れる相続財産の法定相続分（法律上定められた取り分）
は、家族構成により異なり、配偶者と子ども1人の場合は全体の2分の1です。例えば、亡くなった人の相続
財産が自宅2000万円と預貯金3000万円の場合、配偶者は自宅を取得することで住む場所を確保できますが、
取得できる預貯金は500万円となってしまい、そのあとの生活費に不安が残ります。
　このような問題を解決するために、自宅に関する権利を、配偶者が取得する「配偶者居住権（長期居住権）」
と配偶者以外の人が取得する「負担付き所有権」に分けるのが今回の改正です。先はどのケースでは、改正後
に配偶者が受け取れる財産は配偶者居住権1000万円と預貯金1500万円、子どもが受け取れる財産は負担付
き所有権1000万円と預貯金1500万円となり、配偶者は自宅に住み続けながら、生活資金となるその他の資
産を従来に比べて1000万円多く取得できるようになります。実際の居住権の評価額は、配偶者の平均余命な
どをもとに決められるため、高齢になるほど評価額が低く抑えられ、その分、他の相続財産を多く取得でき
ます。

◉配偶者居住権の設定には登記を忘れずに
　注意点は、配偶者居住権（長期居住権）は登記なしでは効力が発揮されない点
です。所有権を持つ人が他人に売却すると配偶者は自宅に住み続けられなくな
るため、登記の手続きをして権利を確保する必要があります。相続財産の分割
は、遺言や遺産分割協議等により法定相続分とは異なる分割をしてもよいため、
この配偶者居住権の設定を必要としないケースもありますが、残された家族が
困らないように制度の利用が必要かどうか一度検討しておきましょう。

●アドバイス●
価値生活研究室
伊
い か わ
川美

み き
希

1級ファイナンシャル・プラ
ンニング技能士、日本メン
タルヘルス協会公認心理カ
ウンセラー。

自宅の相続に関する法律が
変わったと聞きました。
内容を教えてください。
相続法の大幅な改正が段階的に施行されていますが、
2020年４月からは、配偶者の住まいと生活費の確保のた
めに創設された「配偶者居住権」に関する法律がスタート
となっています。

A

Q
暮らしとお金の
　質問箱

￥ 金

答「チューリップ」

ヒガサ シュト
ナ チジョウ
ママ ミツ シ
ツドイ プラン
リ チジ ムネ
シバカリ ン

ターン ロード

解答
脳が目覚めるパズル
【クロスワード】

7



住友ゴム連合企業年金基金のホームページをご覧ください

ホームーページアドレス http://www.sri-kikin-kenpo.or.jp/kikin

加入者専用のページを開くには
ユーザー名：srikikin
パスワード：10050を入力してください。

カチッ
　カチッ

基金だより　令和2年4月発行　 発行／住友ゴム連合企業年金基金　〒651-0072  神戸市中央区脇浜町3-6-9　☎（078）265-3060

1 2 3 4

5 6

7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17

18 19

20 21

B

F

D

A

C

E

１	 雨ではなく太陽光をさえぎるアンブレラ
３	 日本は東京、アメリカはワシントン
５	 春になり冬眠していた動物がここに出てくる
７	 父がパパなら母は？
９	 ハチが花から集めてくる甘い液
11	 会合などのイベントのこと。ファンの○○○
13	 旅行などの計画
15	 各都道府県の首長
17	 感無量で○○がいっぱいになる
18	 昔話「桃太郎」でおじいさんが山へ行った目的
20	 行って帰ってくるのはＵ○○○
21	 ○○○ショー、○○○レース、○○○ローラー

BA C D E F

１	 ３月３日に行うイベント
２	 シーフード＝海の○○
３	 アンテナ、ギフト、ペット○○○○
４	 どちらも互角で○○劣つけがたい
６	 派手の反対
８	 部屋のここを開けて換気を
10	 １月から始まるのは新年、４月から始まるのは？
12	 立春後に吹く最初の強風は春○○○○
14	 ヒツジの食用肉はマトン、子ヒツジは？
16	 希少な寿司ネタに多い値段形式
18	 18のマスの下のマスにあるアルファベット
19	 四字熟語「○○整然」

クロスワードの盤面を完成させてください。 
A〜Fに入る言葉を並べてできる言葉は何でしょう？

脳が目覚めるパズル

クロスワードの解答はP.7をご覧ください。


